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１ ．地域公共交通再編実施計画について
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北陸信越運輸局

（１）総論



地域公共交通活性化再生法に基づく計画のイメージ

公共交通ネットワークを具体化、明確化す
る計画

地域にとって望ましい公共交通ネット
ワークのすがたを明らかにするマスター
プラン（ビジョン＋実施事業）

幹線、支線、交通結節点を位置づけ、地
域のネットワークのイメージを記載

地域公共交通網形成計画

地域公共交通再編実施計画

具体的な運行事業者やダイヤなど運行計画を
定める計画

網形成計画を実現するための実施計画

再編に伴う各路線の運行事業者、運行
経路・停留所、運行回数、運賃体系な
どまで記載

北陸信越運輸局総論
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地域公共交通再編実施計画の法律上の位置づけ

4

（地方公共団体・事業者）

地域公共交通網形成計画（地方公共団体が策定）

法律の特例措置等により計画の実現を後押し

地域公共交通活性化再生法の基本スキーム

基本方針 （国土交通大臣・総務大臣が策定）

地域公共交通特定事業
（地域公共交通網形成計画に事業実施を記載）

軌道運送高度化事業
（LRTの整備）

軌道運送高度化実施計画
（事業者が策定）

道路運送高度化事業
（BRTの整備）

道路運送高度化実施計画
（事業実施者が策定）

海上運送高度化事業
（海上運送サービス改善）

海上運送高度化実施計画
（事業実施者が策定）

鉄道事業再構築事業
（鉄道の上下分離等）

鉄道事業再構築実施計画
（地方公共団体・事業者が策定）

鉄道再生事業
（廃止届出がなされた鉄道の維持）

鉄道再生実施計画

国土交通大臣が認定

地域公共交通再編事業
（公共交通ネットワークの再構築）

地域公共交通再編実施計画
（地方公共団体が策定）

国土交通大臣に届出

■ 地域公共交通の活性化及び再生の意義・目標

■ 地域公共交通網形成計画の作成に関する基本的な事項
■ 地域公共交通の活性化及び再生に関する事業の評価に関する基本的な事項 等

■ 持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生の推進に関する基本的な方針

■ 区域・目標・計画期間
■ 実施事業・実施主体

■ 計画の達成状況の評価 等

協議会を開催し策定
（地方公共団体・交通事業者・
道路管理者・利用者・学識者等
から構成）

（事業者） （事業者）（事業者） （事業者）（事業者） （事業者）

北陸信越運輸局

「地域公共交通再編事業に関する事項」を記載（任意） ポイント１

ポイント２

ポイント３

国土交通大臣の認定を申請（任意）

記載した場合には

「地域公共交通再編実施計画を作成（必須）し、
「地域公共交通再編事業」を実施・促進

総論



地域公共交通再編実施計画策定の意義
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地域公共交通再編実施計画とは、「マスタープラン（地域公
共交通網形成計画）」を実現する事業についての実施計画

地方公共団体が事業者等の同意の下に作成

再編事業の実施予定期間内において、再編により実現した
路線（※1）、運行回数、運賃等を内容とする公共交通サービ
スの持続的な提供（※2）が可能に

（※1）再編により、実際には路線等の形状が変化しない路線等についても、一体的に再編
事業の対象とした上で、交通サービスの持続的な提供を担保。

北陸信越運輸局

（※2）「公共交通サービスの持続的な提供」とは、原則として、計画期間中は、サービス水準
の維持が求められる。

総論



メリット（法制上の措置）
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計画を阻害する行為の防止（法第27条の6第4項、第5項）

地方公共団体は、当
該事業を実施すべき
者に対し、その実施
を要請

地方公共団体は、当
該事業を実施すべき
者が当該要請に応じ
ない旨を国土交通大
臣に通知

国土交通大臣は、当
該要請を受けた者に
対し、当該事業を実
施すべきことを勧告

国土交通大臣は、勧
告を受けた者に対し、
事業実施を命令

地域公共交通再編実施計画の維持が困難となり、かつ、公衆の利便が著しく阻害されるおそれがある場合、
①計画区域内での一般乗合旅客自動車運送事業の許認可が制限されます。
②計画区域内での一般乗合旅客自動車運送事業の実施方法の変更を命じることができます。
（※一般乗合旅客自動車運送事業のみ）

北陸信越運輸局

サービスの持続的な提供（法第28条）

地域公共交通再編実施計画と各運送事業法に
基づく事業計画等を、別々に提出する必要がな

くなります。

手続きのワンストップ化

別
々
に
提
出

ま
と
め
て
提
出

旅客の運送に付随して、少量の貨物を運送する
ことができます。（※自家用有償旅客運送のみ）

※乗合バス・タクシーは既に可能（道路運送法§８２）

少量貨物の特例

総論



通常の支援内容 再編実施計画の大臣認定を受けている場合

地域公共交通網形成計画・

地域公共交通再編実施計画の
策定等
【地域公共交通調査等事業】

計画策定

（補助率：１／２ 上限1,000万円）
利用促進・事業評価（最大２年間） ※網形成計画を策定している場合のみ

（補助率：１／２）

計画策定

（補助率：１／２ 上限1,000万円）
利用促進・事業評価（最大５年間）

（補助率：１／２）

路線バス・デマンド型タクシーの
運行
【地域公共交通確保維持事業（陸上交
通：地域間幹線系統補助・地域内フィー
ダー系統補助）】

【地域間幹線系統】（補助率：１／２）
① 複数市町村にまたがるもの
② １日当たりの計画運行回数が３回以上のもの
③ 輸送量が15人～150人／日と見込まれるもの

【地域間幹線系統】（補助率：１／２）
イ．路線再編により、従来の補助対象系統を基幹系統と支線系統

に分ける場合の再編後の系統
⇒ ・ ①及び③の要件の適用除外

⇒ ・支線系統における小型車両（乗車定員７～１０人）の補
助対象化

ロ．イ．の対象となる系統以外の系統
⇒ ・③の要件の緩和（最低輸送量：３人／日）
⇒ ・小型車両（乗車定員７～１０人）の補助対象化

【地域内フィーダー系統】（補助率：１／２、上限額あり）
① 政令市、中核市、特別区以外において補助対象地域間

幹線バス系統を補完するもの又は交通不便地域におけ
る移動手段の確保を目的としたもの

② 新たに運行を開始するなどの新規性があるもの

【地域内フィーダー系統】（補助率：１／２、上限額の嵩上げあり）
①の要件：政令市等以外とする地域限定の解除

②の要件：従前から運行している系統のみなし適合

【共通】車両減価償却費等補助又は公有民営補助（補助率：１／２） 【共通】車両減価償却費等補助、車両購入時一括補助又は公有民
営補助（補助率：１／２）

路線バスからデマンド型タクシー
への転換
【地域公共交通確保維持事業 （陸上交
通：予約型運行転換経費補助）】

デマンド型運行に用いる小型車両（乗車定員７～１０人）・セダ
ン型車両（乗車定員６人以下）の補助対象化・購入時一括補
助化、予約システムの導入の補助対象化
（補助率：１／２）

離島航路の運営
【地域公共交通確保維持事業（離島航
路運営費等補助）】

対象航路：唯一かつ赤字の一般旅客定期航路事業
（補助率：１／２）

対象航路：唯一かつ赤字の一般旅客定期航路事業、左記の
補助対象航路から転換する人の運送をする不定期航路事業
及び人の運送をする貨物定期航路事業（補助率：１／２）

ＬＲＴ・ＢＲＴの整備
【地域公共交通バリア解消促進等事業
（利用環境改善促進等事業）】

低床式路面電車、連節バスの導入等
（補助率：１／３）

低床式路面電車、連節バスの導入等

（補助率：２／５（軌道運送高度化事業、道路運送高度化事業を実施
する場合や、立地適正化計画及び都市・地域総合交通戦略（注）も
策定されている場合は、１／２）） （注）国の認定を受けたものに限る。

地域鉄道の安全対策
【地域公共交通バリア解消促進等事業
（鉄道軌道安全輸送設備等整備事業）】

安全設備の整備等

（補助率：１／３（鉄道事業再構築事業を実施する場合、財政力指
数が厳しい自治体が負担する費用相当分については１／２））

安全設備の整備等
（補助率：１／３（鉄道事業再構築事業を実施する場合、自治体が
負担する費用負担相当分については１／２））

北陸信越運輸局メリット（財政上の措置） 総論

財政上のメリットを受
けられるかどうかは、

系統毎に判断
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［ポイント１］ 地域公共交通再編事業
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北陸信越運輸局

（２）計画を作成する際の留意点

１ ．地域公共交通再編実施計画について

［ポイント３］再編実施計画の認定

［ポイント２］再編実施計画の作成



「地域公共交通再編事業」とは

地域公共交通再編事業とは、

地域公共交通を再編するための事業であって、地方公共団体の支援を受けつつ･･･、国土交
通省令で定めるものを行う事業（法第２条第１１号）

9

北陸信越運輸局

＜要件１＞「地域公共交通を再編するための事業」であること
○「再編」とは、編成（組織し形成すること）しなおすこと。以下のようなものは再編に当たらない。

・局所的なもの、既存のサービスの見直しが不十分であるもの（市街地中心部の混雑区間を整理するのみ、公共交通空白地へのデマン

ド交通の導入のみを行うもの、一部区間を自家用有償旅客運送に置き換えるもの、一部地域にコミュニティバスを導入するもの等）

・通常行う見直しの範疇に収まるもの（コミュニティバスの一部路線について、軽微な経路変更やダイヤ見直しを行うもの）

＜要件２＞「地方公共団体の支援を受けつつ」行う事業であること
○ 必ずしも、予算的な支援に限られるものではない。例えば、利用促進策を講じる等による支援も可。

＜要件３＞「国土交通省令で定めるものを行う事業」であること（詳細は次ページ以降）

※ 第１号と同様に、第２号又は第３号についても特定旅客運送事業からの転換又は代替を想定している。このため、白ナンバー

（自家用有償旅客運送、自家用車によるスクールバス）からの転換又は代替では、第２号又は第３号を満たさないことに注意。

第１号

特定旅客運送事業に係る路線・運行系統・
航路又は営業区域の編成の変更

第２号
他の種類の旅客運送事業への転換

第３号
自家用有償旅客運送による代替

第４号 第１号～第３号の再編事業と併せて行う必要あり。第４号の再編事業のみでは不可。

異なる公共交通事業者等の
間の乗継ぎ円滑化のための
運行計画の改善

共通乗車船券
の発行

乗継割引運賃の設定、交通結節施設における乗降場の改善、
旅客の乗継ぎに関する分かりやすい情報提供、ＩＣカードの導入
その他の地域公共交通の利用を円滑化するための措置

ポイント１
地域公共交通再編事業



「国土交通省令で定めるもの」（施行規則第９条の２）①

第４号 第１号～第３号の再編事業と併せて行う必要あり。第４号の再編事業のみでは不可。

異なる公共交通事業者等の
間の乗継ぎ円滑化のための
運行計画の改善

共通乗車船券
の発行

乗継割引運賃の設定、交通結節施設における乗降場の改善、
旅客の乗継ぎに関する分かりやすい情報提供、ＩＣカードの導入
その他の地域公共交通の利用を円滑化するための措置

第１号
路線、運行系統、航路又は営業区域の編成の変更

≪具体例≫
・幹線・支線への区分

複数バス路線の途中に乗継拠点を設け、幹
線と支線に分割する

・路線等の全面的な廃止と新設

従来のコミバス路線を全て廃止し、朝夕運
行（定時定路線型）と、デマンド交通（区域運
行型）を導入する

・モード転換等に伴う路線等の編成の変更
鉄道をLRT、BRTに転換。これと競合するバ

ス路線は廃止し、郊外部の駅から支線バスを
新設。

第２号
他の種類の旅客運送事業への転換

≪具体例（第２号）≫
・旅客鉄道事業を廃止し、
一般乗合旅客自動車運
送事業（路線バス等）へ転換

・定期航路事業から海上
タクシーへの転換 等

10

北陸信越運輸局

≪具体例（第３号）≫
・一般乗合旅客自動車運
送事業（路線バス等）を廃止
し、自家用有償旅客運送
により代替

◎ 第１号から第３号までのいずれも、「特定旅客運送事業」からの変更、転換、代替を
想定している。

◎ 「特定旅客運送事業」とは、
・旅客鉄道事業（鉄道）
・旅客軌道事業（路面電車）
・一般乗合旅客自動車運送事業（路線バス、高速バス、乗合タクシー等）
・国内一般旅客定期航路事業（フェリー等）

第３号
自家用有償旅客運送による代替

ポイント１
地域公共交通再編事業



「国土交通省令で定めるもの」（施行規則第９条の２） ②

第４号 第１号～第３号の再編事業と併せて行う必要あり。第４号の再編事業のみでは不可。

第１号
路線、運行系統、航路又は
営業区域の編成の変更

第２号
他の種類の
旅客運送事業への転換

第３号
自家用有償旅客運送に
よる代替

≪具体例≫
・乗継改善のためのダイヤ調整、増便

≪具体例≫
・鉄道とバス、バスと航路など、異なる事業者間で利用できる割引乗車船券発行等
※複数の事業者で利用できるものである必要がある。

≪具体例≫
（交通結節施設における乗降場の改善）
・鉄道駅、バス停等の新設（再編路線が乗り入れることが必要）

・鉄道駅の駅前広場整備
・上屋、ベンチの設置 等

（旅客の乗継ぎに関する分かりやすい情報提供）
・バスロケーションシステムの導入
・バスの方面別ラッピング・カラーリング
・公共交通マップの作成
・電光掲示板、案内標識、ホームページ等の作成
※単独一社での取組ではなく、複数事業者間の乗継円滑化に資するものであ

ることが必要

（その他の地域公共交通の利用を円滑化するための措置）
・ゾーン運賃の導入 等

※第４号に該当しない事業の例≪具体例≫
・パーク＆ライド駐車場の整備 ・鉄道駅の駅舎のバリアフリー化整備 ・主要バス路線へのノンステップ車両の導入
・バスの定時性の確保のための措置（ＰＴＰＳの導入） ・地方鉄道の安全設備整備
・運転免許返納者に対する公共交通機関の運賃割引 等

共通乗車船券の発行異なる公共交通事業者等の間の乗継ぎ円滑
化のための運行計画の改善

乗継割引運賃の設定、交通結節施設における乗降場の改善、旅客の乗継ぎに関する分かりやすい情報提供、ＩＣカードの導入
その他の地域公共交通の利用を円滑化するための措置

11

北陸信越運輸局ポイント１
地域公共交通再編事業



【変更点】
・路線の編成（他市町村への直通路線の新設、デマンド交通の導入、運行ルート変更）
・乗継円滑化のための運行計画の改善（ダイヤ変更）、乗降場の改善 等

３町村の連携により町営・村営バスの運行を一体化。

民間バス路線を含め、路線を「基幹バス」、「支線バス」、「予約バス」等に分類し、役割を明確化。
町村を跨る町村営バスは相互に乗り入れ。

交通空白地へのデマンド交通の導入

≪具体的イメージ≫ ※愛知県北設楽郡の取組を参考に作成

12

再編事業の具体的イメージ （路線の編成の変更） ポイント１
地域公共交通再編事業

予約バス支線バス基幹バス町営・村営バス



再編事業の具体的イメージ（幹線と支線への分割）

○市中心部にＢＲＴを導入し、バス集約（約2000台/日→約1300台/日）
による渋滞緩和により交通の円滑化や基幹公共交通の強化を図る。

○中心部で生じた余剰車両を用いて郊外路線の増便（４５０台/日）や乗換拠点
を整備し郊外バス路線を充実。

○公共交通軸や交通結節点への都市機能集積により、メリハリのある
都市構造を目指す。

鉄道・バスとの乗換
拠点（白山駅）

バスとの
乗換拠点

バスとの
乗換拠点

バスとの
乗換拠点

バスとの
乗換拠点

乗換拠点の例
（青山）

ショッピングセンターを
ＢＲＴと路線バスとの乗

換拠点に設定

鉄道・バスとの
乗換拠点
（新潟駅）

万代（繁華街）

古町（古くか
らの市街地）

新潟駅

市役所ＪＲ白山駅

新潟県
庁

期待される効果

高齢者の外出機会増

まちなかの活性化

○連節バス車両 （全４両）

通学の利便性向上

新潟県新潟市の取組

13

北陸信越運輸局ポイント１
地域公共交通再編事業



再編事業の具体的イメージ（幹線と支線への分割）

中心市街地と生活拠点の大型スーパーを結ぶ幹線バス路線の新設。

既存バス路線を、従来どおりの直通路線とスーパーを起点とする支線（デマンド型）に変更。

運賃体系の変更（幹線に３００円、７００円の上限額を導入。支線にゾーン制運賃を導入。）

スーパーに冷暖房完備の待合室（接近表示案内板付）を整備

【変更点】
・路線の編成
・運行の態様（昼間時間帯のデマンド化）
・運行事業者（支線部分）
・乗継円滑化のための運行計画の改善（ダ
イヤ変更・増便）、乗降場の改善 等

14

北陸信越運輸局ポイント１
地域公共交通再編事業



再編事業の具体的イメージ（航路等の編成の変更）

15

【変更点】
・航路（旅客船）・路線（バス）の編成

本土側の航路の起点を変更するとともに、中央駅との間でシャトルバスを運行

離島側の寄港地数を減少するとともに、島内にフィーダーバスを新設

北陸信越運輸局ポイント１
地域公共交通再編事業
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北陸信越運輸局

（２）計画を作成する際の留意点

１ ．地域公共交通再編実施計画について

［ポイント１］ 地域公共交通再編事業

［ポイント３］再編実施計画の認定

［ポイント２］再編実施計画の作成



地域公共交通再編実施計画の作成

17

網形成計画に地域公共交通再編事業に関する事項が定められたときは、地方公共団体は、
網形成計画に即して「地域公共交通再編実施計画」を作成し、これに基づき、地域公共交
通再編事業を実施し又はその実施を促進するものとする。（法第27条の２第１項）

⇒ 網形成計画に地域公共交通再編事業が記載された場合には、作成。

北陸信越運輸局

① 地域公共交通再編事業を実施する区域
② 地域公共交通再編事業の内容及び実施主体（次号に掲げるものを除く。）
③ 地方公共団体による支援の内容
④ 地域公共交通再編事業の実施予定期間
⑤ 地域公共交通再編事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
⑥ 地域公共交通再編事業の効果
⑦ 前各号に掲げるもののほか、地域公共交通再編事業の実施のために必要な事項として国
土交通省令で定める事項
・地域公共交通網形成計画に地域公共交通再編事業に関連して実施される事業が定めら
れている場合には、当該事業に関する事項

・地域公共交通網形成計画に都市機能の増進に必要な施策の立地の適正化に関する施策
その他の関係する施策との連携に関する事項が定められている場合には、当該連携に
関する事項

・地域公共交通再編事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

記載する事項（法§27の2Ⅱ各号）

全ての「特定旅客運送事業者等」
（⇒P22参照）

関係者する事業者,道路管理者,港湾管理者,公安委員会
右の者の同
意が必要

ポイント２
再編実施計画の作成

⇒注意点は次ページ以降参照

右の者の意見
聴取が必要



地域公共交通再編実施計画の記載事項に係る留意点①

18

③ 地方公共団体による支援の内容

① 実施区域

② 事業の内容・実施主体

・再編実施計画の計画区域が網形成計画の区域を越えない。

※網形成計画の計画区域の一部の区域とすることは可。

・市町村の一部区域を指定する場合には、区域が厳密に設定されるよう区名や町丁名まで記載

・区域設定が適切 ⇒P20参照

・再編事業に関連して地方公共団体が行う支援策（予算的支援以外の支援を含む。）の具体的内容につい
て記載

・補助金等の予算支援を行う場合には、その旨を本項目に記載した上で、額や支援対象といった具体的な
内容については、⑤事業実施に必要な資金の額・調達方法の項目に記載することが考えられる。

北陸信越運輸局

＜記載事項＞ （法§27の2②、施行規則§33）

ポイント２
再編実施計画の作成

□「運行のねらい」及び「事業の概要」が記載されていること

□公共交通サービスの提供主体が記載されていること

□変更後の公共交通サービスの姿（系統図、ルートの全体像、運行回数、運賃）が記載されていること

＜参考＞幅をもった記載について

計画開始段階で詳細に設定できないサービス水準（運行本数、運賃等）については、利便性にほぼ

影響がない限り、例えば、「運行回数１日当たり105～107回」のような記載も許容される。



地域公共交通再編実施計画の記載事項に係る留意点②

19

④ 実施予定期間

・再編事業の実施予定期間を記載

・網形成計画の計画期間内で、適切な期間を設定することが必要

⑤ 事業実施に必要な資金の額・調達方法

・総事業費、交通事業者等の負担額とともに、事業の実施に必要な資金に国又は地方公共団体

からの補助金等を充当することを見込んでいる場合には、当該補助金等の名称、金額、内容等を記載

⑥ 事業の効果

・具体的な数値等を用い、可能な限り定量的に記載

⑦ その他事項

・網形成計画に再編事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項

・網形成計画に都市機能の増進に必要な立地の適正化に関する施策その他の関係する施策との連携に関す
る事項が定められている場合には、当該連携に関する事項

・その他再編事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

北陸信越運輸局ポイント２
再編実施計画の作成



交通圏を前提に計画区域を考えること

地域公共交通再編事業においては、再編実施計画区域
内の路線等については、計画期間中、継続してサービ
ス提供が求められるため、再編事業で実現した効率的
かつ利便性の高い公共交通ネットワークが持続的に維
持される。

他市町村に跨がる部分が長い路線等の維持が、計画上
必須の場合については、隣接市町村と共同で地域公共
交通網形成計画を作成しないと、持続的な当該路線等
のサービス提供が不透明になり、地域公共交通再編事
業を行うのが困難になる。

計画区域について

20

路線バス（幹線）

路線バス（域内路線）

乗合タクシー

交通圏に沿わない区域設定で再編
実施計画が作成されても、区域外
の路線部分の交通サービスは持続
的に提供されることが担保されな
いため、持続的な公共交通サービ
スが実現されるものといえない。

計画区域

ポイント２
再編実施計画の作成



幅のある記載の例
（括弧内は運行開始当初の回数）

幅のある記載の例（某市）

A B C

A

A

B

B

C

C

21

北陸信越運輸局



「地域公共交通再編事業の実施について」（H28.4.1事務連絡）

（１）事業実施区域内に駅、停留場若しくは停留所が存しない路線又は起点、寄港地及び終点が存しない航路

（２）新幹線鉄道に係る路線

（３）道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号）第１０条第１項第１号イに規定する定期観光運送、同号ロに
規定する長距離急行運送、同号ハに規定する臨時運送に係る路線であって、事業実施区域内における日常生活等のた
めの交通手段として用いられていないと認められるもの

（４）長距離（片道の距離が３００ｋｍ以上）又は中距離（片道の距離が１００ｋｍ以上３００ｋｍ未満）の航路

（５）ＪＲ、大手民鉄等の鉄道路線（当該路線に類する軌道を含む。）のうち、事業実施区域内における日常生活等のた
めの交通手段としても用いられているものの、その輸送人員の多くが専ら中長距離の輸送を利用しているため、地域
公共交通網形成計画の区域内の地域公共交通を担う交通機関としての性格が事業実施区域内の他の交通機関と比較し
て弱く、そのため、将来における運行回数・時刻、運賃等のサービス内容の変更についても、事業実施区域内におけ
る当該交通機関の利用の多寡に大きくは影響されず、専ら他律的な要因により決定されるもの

（６）鉄道路線等のうち、事業実施区域内に含まれる駅数が乏しい等の理由から、当該事業実施区域内の再編前後の他の
バス路線等と、サービスの供給量について代替の関係が薄く、当該バス路線等と一体的に運行本数、運賃等のサービ
ス提供を決定・実施する意義が薄いもの 22

ポイント２
再編実施計画の作成

○ 原則として、区域内のすべての特定旅客運送事業者等※は、計画に同意し、その事業を「地域
公共交通再編事業の内容に位置付け、サービスを持続的に提供していくこと」が必要

○ ただし、以下の路線等については、再編実施計画に影響の少ないこと等を理由に、計画への位
置付け等、調整を不要としている。

※「特定旅客運送事業者等」とは、
① 当該地域公共交通再編事業を実施する区域内で特定旅客運送事業（⇒P10参照）を営む全ての者
② ①に代わって旅客運送事業を営もうとする者
③ ①に代わって自家用有償旅客運送を行おうとする者
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北陸信越運輸局

（２）計画を作成する際の留意点

１ ．地域公共交通再編実施計画について

［ポイント１］ 地域公共交通再編事業

［ポイント３］再編実施計画の認定

［ポイント２］再編実施計画の作成



（参考）効率性・利便性の向上を実現する要素

（例）
・交通需要に対する供給のバランス
・事業者収支 ・車両、人材等の
資源

・国、地方公共団体の財政負担
（交通分野、他の施策分野） 等

効率性の維持・向上

（例）
・運行本数 ・運行日、時間帯
・所要時間 ・乗継回数
・運賃体系 ・沿線施設
・停留所位置 ・待合環境
・情報提供 等

利便性の維持・向上

再編された地域公共交通の効率性・利便性について、再編直後のみならず、
事業の実施期間中、持続可能か

持続可能性の向上

双方のバランス
を取りつつ図る

24

ポイント３
再編実施計画の認定



地域公共交通再編実施計画の大臣認定

25

地方公共団体は、国土交通大臣に対し、地域公共交通再編実施計画が持続可能な地域公共
交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適
当なものである旨の認定を申請することができる。（法第27条の3第1項）

北陸信越運輸局

再編実施計画作成過程で、特定旅客運送事業者以外の全ての交通事業者、道路管理者、

＜認定基準１＞基本方針（三.1.(1)、三.1.(7)）に照らして適切なものであること。

＜認定基準２＞地域公共交通再編事業を確実に遂行するため適切なものであること。
・ 全ての「特定旅客運送事業者等」の同意が、書面で取り付けられていること。
・ 再編実施計画作成過程で、特定旅客運送事業者以外の全ての交通事業者、道路管理者、
公安委員会等の意見聴取を行っていること。 等

＜認定基準３＞個別事業法（鉄道事業法、軌道法、道路運送法、海上運送法）の許認可基
準に適合すること。

認定基準（法第27条の3第2項各号）

ポイント３
再編実施計画の認定

※確定した内容ではないこと、簡略化して掲載していることに注意。
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北陸信越運輸局

１ ．地域公共交通再編実施計画について

（３）計画を変更する際の留意点



再編実施計画の変更の可否（⇒結論、変更できます。） 北陸信越運輸局

27

基本方針 三.１.7)地域公共交通再編事業に関する留意事項

・地域公共交通再編事業を実施する区域においては、当該事業の実施期間中、実施
主体たる公共交通事業者、地方公共団体等は、再編実施計画に基づき、原則とし
て、再編により実現した路線、運行回数、運賃等を内容とする公共交通サービス
を持続的に提供していくことが求められる。

⇒ 再編事業の対象となる路線等のサービス内容等を頻繁に
変更することは想定されない。

⇒ もっとも、法律上、再編実施計画の変更は可能（法27条の
3第5項）。

⇒ では、どのような場合に計画を変更することができるのか。
［次ページ参照］



再編実施計画の変更が可能な場合（イメージ）

28

北陸信越運輸局

①ネットワークの効率性・利便性をより向上させることが可能となるもの
・新技術の導入や利用実態の分析等により、新たに可能となった利便性・効率性
がともに向上するサービスの変更サービスの提供
・トンネル開通によるルート変更とそれに伴う利用の極度に少ないバス停の廃止
・小学校統廃合によるスクール利用便のルート変更 等

②天変地異・大規模な経済情勢の変動等、計画作成・認定時に想定し
得なかったやむを得ない事情変更に対応するため必要なもの
・計画実施中、災害による路線等の寸断、地域の基幹産業を担う企業の倒産など
で前提条件が大幅に変わってしまったために再編実施計画の内容の変更が避け
がたい場合（網形成計画を作成し直さなければならない場合を除く。） 等

③その他
・バス停名の変更
・バス停の位置の変更又は廃止を要しない微細なルート変更 等

⇒ 上記の場合、法律上の「変更」ではなく、あくまで微修正であると判断すること
が可能。このため、変更認定手続は不要

変
更
認
定
手
続
が
必
要

効率性・利便性が向上したかどうかは、変更の前後（事情により、作成前と変更後）で比較



国土交通省
公共交通政策部作成前と変更後で効率化を判断した変更例（五島市）

【作成主体】 長崎県五島市
【区 域】 五島市全域
【計画期間】 平成28年10月1日～

平成33年9月30日
変更予定：平成29年10月1日～

Ａ－④（新規）
乗合タクシーの
導入による交通
空白地区の解消。

Ａ－⑤（変更）
乗合タクシーの
ルート見直しによ
り郊外施設へのア
クセスを強化

Ｂ－③（変更）
空港線について
住宅地域及び公
共施設を経由
ルートとして利
用者増を目指す。

Ｂ－④（変更）
トンネルバイパス
ルートによる運行
の効率化

再 編 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ｂ：福江島南部地域の一体的再編 

Ｃ：奈留島地域の一体的再編 

Ａ：福江島北部地域の一体的再編 

Ａ－①：観音平・樫の浦線 

の整備と運行 

同一路線を運行する２路

線の統合による効率化。 

Ａ－②：幹線系統と一体

となった三井楽内交通

の整備と運行 

低利用路線の曜日デマ

ンド運行の導入と幹線

系統バスと一体となっ

た全体的なダイヤ見直

し。 

Ａ－③：幹線系統と一体

となった岐宿地区内交

通の整備と運行 

既存乗合タクシーの路

線延長による交通空白

地区の解消。 

C－②：基幹航路と一

体となった奈留島内

交通の整備と運行 

需要動向に応じた路

線、便数、ダイヤ、運

行方法の見直しによ

る利便性の向上と効

率化。 

C－①：前島航路の

整備と運航 

海上タクシーを使

ったデマンド運航

による効率化。 

B－①：黒島航路の整備と運航 

海上タクシーを使ったデマン

ド運航による効率化。 

Ａ－④：幹線系統と一体

となった奥浦地区内交

通の整備と運行 

乗合タクシーの導入に

よる交通空白地区の解

消。 

Ａ－⑤：幹線系統と一体

となった中心市街地交

通の整備と運行 

既存乗合タクシーの延

長による郊外施設への

アクセスの強化。 

B－④：玉之浦線の効率

的整備と運行 

既存路線の経路変更に

よる運行の効率化。 

B－③：幹線系統と一体

となった坂の上地区交

通の整備と運行 

既存路線の経路変更に

よる住宅地域及び公共

施設へのアクセスの向

上。 B－②：幹線系統と一体となっ

た富江―大宝線の整備と運行 

デマンド型新交通システムへ

の転換による効率化。 

Ａ－④

Ａ－⑤

Ｂ－③

Ｂ－④

 

■運行ルート 

【現行】 

【変更後】 

見直し該当箇所 

  

    

【新】※ 二重線延長，網線廃止 

＜幹線＞ 

系統 1：福江・三井楽【24.5ｋｍ】（一般乗合旅客運送） 

＜支線＞ 

系統 2：大津方面【6.7ｋｍ】（一般乗合旅客運送） 

系統 3：小田方面【11.2ｋｍ】（一般乗合旅客運送） 

系統 4：松山方面【4.9ｋｍ】（一般乗合旅客運送） 

系統 5：木場方面【11.4ｋｍ】（一般乗合旅客運送） 

福江港 

三井楽線 

本町駐車場 

大津 

坂の上 

松山 

小田 

五島中央病院 

木場 

約５００万円
の収支悪化
地域の強い要
望（空白地解消）

約１３０万円
の収支悪化
地域の強い要
望（病院等のアク
セス強化）

約２０万円の
収支改善

約２４０万円
の収支改善

全体収支率 公的負担

変更の前後 89.0％→88.8％

（-0.2%）
627百万円→640百万円

（＋13百万円）

全体収支率 公的負担

作成前と変更後 88.5％→88.8％

（＋0.3%）
654百万円→640百万円

（-14百万円）

北陸信越運輸局
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２ ．参照資料



北海道 函館市 宮城県 大崎市 栃木県 真岡市 新潟県 柏崎市 岐阜県 岐阜市 三重県 津市 島根県 高知県 高知市 熊本県 熊本市・嘉島町

深川市 栗原市 大田原市 佐渡市 高山市 四日市市 宿毛市 八代市

岩見沢市 石巻市 鹿沼市 上越市 恵那市・中津川市 伊勢市 田野町 水俣市

千歳市 白石市 日光市 魚沼市 羽島市 松阪市 江津市 佐川町 合志市

釧路市 気仙沼市 宇都宮市・芳賀町 長岡市 美濃加茂市 伊賀市 松江市 津野町 人吉市

美唄市 東松島市 佐野市 阿賀野市 土岐市 名張市 大田市 徳島県 小松島市 荒尾市

帯広市 山元町 那須塩原市 糸魚川市 各務原市 尾鷲市 阿波市 上天草市

紋別市 松島町 新発田市 関市 鳥羽市 つるぎ町 天草市

江別市 利府町 見附市 多治見市 亀山市 福岡県 福岡市 大津町

北広島市 山形県 山形市 塩谷町 三条市 飛驒市 紀北町 北九州市 美里町

岩内町 酒田市 益子町 阿賀町 海津市 和歌山県 橋本市 久留米市 和水町

白糠町 鶴岡市 那須町 富山県 高岡市 山県市 京都府 木津川市 岡山県 井原市 中間市 水上村

白老町 茂木町 黒部市 福知山市 高梁市 筑紫野市

仁木町 上三川町 富山市 瀬戸内市 行橋市

安平町 新庄市 群馬県 太田市 魚津市 玉野市 朝倉市

斜里町 小国町 前橋市 小矢部市 郡上市 倉敷市 豊前市

音更町 福島県 埼玉県 熊谷市 白川町・東白川村 津山市 飯塚市

当別町 春日部市 静岡県 下田市 真庭市 糸島市

厚岸町 上尾市 伊豆市 久米南町 嘉麻市 大分県

釧路町 越谷市 滑川市 御殿場市 吉備中央町 宗像市

せたな町 入間市 石川県 七尾市 和気町 柳川市

青森県 青森県 草加市 長野県 松本市・山形村 八女市

八戸市 三郷市 みやま市

弘前市 福島市 飯能市 兵庫県 豊岡市 広島県 三原市 大牟田市

三沢市 会津若松市 ときがわ町 湖西市 姫路市 三次市 岡垣町

五所川原市 郡山市 小川町 藤枝市 神戸市 広島市 久山町

青森市 伊達市 鳩山町 掛川市 加古川市 東広島市 那珂川町 別府市

南相馬市 吉見町 上田市 加東市 廿日市市 芦屋町 大分市

喜多方市 寄居町 佐久市 たつの市 江田島市 遠賀町 杵築市

十和田市 白河市 川島町 小諸市 小野市 尾道市 佐賀県 佐賀県 中津市

鰺ヶ沢町 棚倉町 東秩父村 駒ヶ根市 安芸高田市 佐賀県・唐津市・玄海町 臼杵市

七戸町 石川町 千葉県 東金市 長野市 北広島町 伊万里市 豊後大野市

岩手県 八幡平市 楢葉町 鴨川市 箕輪町 焼津市 坂町 鹿島市 竹田市

釜石市 塙町 君津市 信濃町 牧之原市 大崎上島町 小城市 宇佐市

宮古市 西郷村 八街市 木曽町 三島市 加西市 安芸太田町 吉野ヶ里町 日田市

北上市 茨城県 水戸市 南房総市 中川村 裾野市 福崎町 神石高原町 上峰町 由布市

滝沢市 日立市 佐倉市 高山村 小山町 滋賀県 山口県 宇部市 太良町 九重町

花巻市 下妻市 大網白里市 大桑村 愛知県 豊橋市 周南市 長崎県 佐世保市 宮崎県

大船渡市 常陸太田市 白井市 福井県 岡崎市 甲賀市 光市 五島市

岩手町 かすみがうら市 旭市 一宮市 長浜市 長門市 対馬市

大槌町 神栖市 木更津市 豊川市 大阪府 河内長野市 美祢市 大村市 えびの市

矢巾町 行方市 富津市 日進市 岸和田市 山陽小野田市 松浦市 都城市

秋田県 秋田市 牛久市 長南町 田原市 貝塚市 下松市 小林市

湯沢市 稲敷市 大多喜町 弥富市 奈良県 奈良県下全39市町村 下関市 門川町

鹿角市 土浦市 東京都 清須市 宇陀市 防府市 壱岐市 鹿児島県 薩摩川内市

由利本荘市 龍ケ崎市 鯖江市 長久手市 五條市 山口市 新上五島町 鹿屋市

大仙市 潮来市 多摩市 豊田市 広陵町 岩国市 日置市

仙北市 つくば市 神奈川県 藤沢市 蒲郡市 鳥取県 香川県 高松市 姶良市

にかほ市 鹿嶋市 海老名市 東海市 小豆島町・土庄町 南さつま市

北秋田市 桜川市 大和市 西尾市 愛媛県 愛媛県 鹿児島市

潟上市 筑西市 伊勢原市 新城市 東温市 霧島市

大館市 高萩市 真鶴町 豊明市 西予市 奄美市

五城目町 ひたちなか市 湯河原町 小牧市 大洲市 和泊町・知名町

藤里町 常陸大宮市 山梨県 甲州市 半田市 新居浜市 さつま町

美郷町 つくばみらい市 北杜市 安城市 愛南町 南城市

守谷市 上野原市 東郷町 鬼北町 沖縄市

五霞町 豊山町

城里町 武豊町

大子町 南知多町

東海村 東浦町

飛島村

沖縄県

大分県・中津市・宇佐市・
豊後高田市

大分県・竹田市・豊後大野
市・臼杵市

大分県・佐伯市・津久見市

大分県・大分市・別府市・
由布市

宮崎県・日向市・門川町・
美郷町・諸塚村・椎葉村

人吉市・錦町・多良木町・
湯前町・水上村・相良村・
五木村・山江村・球磨村
あさぎり町

福井市・大野市・勝山市・あ

わら市・坂井市・永平寺町

（えちぜん鉄道沿線地域）

福井市・鯖江市・越前
市・越前町
（福井鉄道沿線地域）

笠岡市（岡山県）
福山市（広島県）

長井市・南陽市・川西
町・白鷹町

洲本市、淡路市、南あわじ
市

熊本県・南阿蘇村・高森町福島県・田村市・南相
馬市・川俣町・広野町・
楢葉町・富岡町・川内
村・大熊町・双葉町・浪
江町・葛尾村・飯館村・
福島市・郡山市・いわき
市・相馬市

高岡市・氷見市・砺波市・

南砺市
（城端・氷見線沿線地域）

長崎県・諫早市・雲仙市・
島原市・南島原市

京都府・笠置町・和束町・
南山城村
（JR関西本線沿線）

設楽町・東栄町・
豊根村

彦根市・愛荘町・豊郷町・
甲良町・多賀町

飯田市・松川町・高森
町・阿南町・阿智村・平
谷村・根羽村・下條村・
売木村・天龍村・泰阜
村・喬木村・豊丘村・大
鹿村

静岡県・沼津市・熱海
市・三島市・伊東市・伊
豆の国市・函南町・東
伊豆町・河津町

鳥取県・倉吉市・琴浦町、
北栄町、湯梨浜町、三朝
町

静岡県・沼津市（戸田
地区）・下田市・伊豆
市・南伊豆市・松崎町・
西伊豆町

島根県・松江市・
出雲市
（一畑電車沿線地域）

鳥取県・米子市・境港市・
日吉津村・大山町・南部
町・伯耆町・日南町・日野
町・江府町

鳥取県・鳥取市・岩美町・
若桜町・智頭町・八頭町

三木市・小野市・神戸市

東京都・中央区・港区・
江東区

京都府・綾部市・南丹市・
京丹波町
（JR山陰本線沿線）

福井市・鯖江市・越前
市・越前町・池田町・南
越前町

那須塩原市、大田原
市、那須町、那珂川町

むつ市、大間町、東通
村、風間浦村、佐井村

五城目町、八郎潟町、
大潟村

大垣市・桑名市・海津
市・養老町・神戸町・揖
斐川町・池田町
（養老線沿線地域）

島根県、江津市、川本町、美郷町、邑
南町、広島県、三次市、安芸高田市
（三江線沿線地域）

京都府・兵庫県・福知山市・舞鶴市・宮津
市・京丹後市・伊根町・与謝野町・豊岡市

（北タンゴ鉄道沿線地域）

地域公共交通網形成計画 策定状況

再編実施計画について、
・既に認定を受けた団体：赤
・策定意向のある団体 ：黄

■ 改正地域公共交通活性化再生法の施行（２０１４年１１月）以降、２０１８年９月末までに、４３１件の
地域公共交通網形成計画が策定され、２８件の地域公共交通再編実施計画が国土交通大臣により認定
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網形成計画、再編実施計画の策定状況（北陸信越運輸局管内）

※ いずれも平成30年9月末現在の情報。
（北陸信越運輸局交通政策部交通企画課調べ。）

【参考】管内四県毎の網形成計画の
策定数・率、策定予定数

策定済
（～30年3月）

策定中
（30年度）

新潟県 33.3％（10市） 4市町村

長野県 36.3％（28市町村） ３市町村

富山県 60.0％（９市） -

石川県 5.3％（１市） ２町

地域公共交通網形成計画策定済み

地域公共交通網形成計画策定中（30年度）
※ 今後、追加の可能性がある。

地域公共交通再編実施計画策定・認定済み

地域公共交通網形成計画策定意向（31年度～）

※ 今後、変更の可能性がある。

〔策定済〕
４９市町村

〔30年度策定予定〕

９市町村

〔３１年度以降策定予定〕

４市町村
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北陸信越運輸局基本方針の見直し（H30.4.19）①

地域公共交通の活性化及び再生の将来像を考える懇談会提言（H29.7.21）を受け、平成
30年4月19日、基本方針が改正された。主な追加・修正事項は赤字部分のとおり。

33

一 持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生の意義及び目標に関する事項
２ 持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生の目標
(1) 住民、来訪者の移動手段の確保

(3) 安全・安心で質の高い運送サービスの提供等
② シームレスな運送サービスの提供

⑥ 情報通信技術の活用による利便性向上の促進

二 地域公共交通網形成計画の作成に関する基本的な事項
１ 地域公共交通網形成計画の記載事項
(1) 持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する基本的な方針
② 地域全体を見渡した総合的な公共交通網の形成

③ 地域特性に応じた多様な交通サービスの組合せ

④ 住民の協力を含む関係者の連携

・・・地域においては、住民、来訪者の移動手段を確保するため様々な取組が行われており、コミュニティバス・乗合タクシー、市町村やＮＰ
Ｏによる自家用有償旅客運送、地域公共交通会議の設置等はその一例である。さらに、住民、来訪者のニーズにきめ細かに対応していくため、タ
クシーの活用や路線バス等を通学時にスクールバスとして活用することなど多様な取組を進めていくべきである。
その際、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性にかんがみ、バリアフリー化についても進めていくべきで

ある。・・・

・・・複数の公共交通の乗継利便の向上が重要であり、鉄道、軌道、バス、旅客船等の乗降場を近接して配置するほか、病院、スーパーマー
ケット、道の駅、地域の観光施設等にバス停を設置すること等による快適な乗換拠点の整備、ダイヤの連携、ＩＣカードを活用した乗継運賃の設
定等といった公共交通同士の連携やパークアンドライド等の推進がより求められる。・・・

情報通信技術の著しい進展を踏まえ、スマートフォンによる運行状況や経路検索の提供等、地域公共交通に関する幅広い分野で情報通信技術を
活用した利用者の利便性向上が求められる。

地域全体の公共交通をネットワークとして総合的に捉え、異なるモード間の役割分担も明確にしつつ、交通機関相互の連携を十分に図るととも
に、地域の需要に対応し、重複路線等に留意して公共交通網全体の効率性を向上させることが必要である。特に、公的支援のあるサービスは公的
支援のないサービスを補完するものとして位置付け、両者の重複をできる限り避けるとともに、民間活力を最大限活用することに留意する必要が
ある。具体的には、コミュニティバスやスクールバス等を路線バスに一本化する等の手法により、効率化を図ることが重要である。

・・・買い物代行や高齢者の見守りサービス等、旅客運送と併せて実施可能な様々なサービスの提供や、貨客混載の実施等、限りある地域の人
的・物的資源の有効活用を図りつつ、生産性向上を推進することも重要である。

・・・企業、学校等において可能な限りモビリティ・マネジメント（教育や啓発により住民を公共交通の利用に誘導する手法）を実施すること
により、住民の間に地域公共交通についての意識の醸成を図ることが重要である。
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(4) 形成計画の目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項

三 地域公共交通特定事業その他の形成計画に定める事業に関する基本的な事項
２ その他留意事項

六 その他持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する事項
１ 関係者の役割
(1) 国の役割
③ 技術開発の推進

(2) 都道府県の役割

(3) 市町村の役割

(4) 公共交通事業者の役割

２ 関連する施策との連携

・・・具体的には、地域の実情に応じて、コミュニティバスや乗合タクシーの運行、地方鉄道の活性化や地域のバス交通のサービス改善等によ
る活性化、地域のニーズに合わせた航路設定や運航ダイヤの改善、地域の創意工夫による地域独自のサービス提供の取組や試行、都市部における
いわゆるＬＲＴやＢＲＴ等の導入、バス、軌道等の走行環境の改善や輸送力の向上、バリアフリー化の推進等のサービスの向上、コミュニティバ
スやスクールバス等の路線バスへの一本化、既存の路線等の再編や他の種類の事業による代替、ＩＣカード及びバスロケーションシステムの導入、
快適な待合環境の整備等、地域の移動手段の確保や利便性の向上のための様々な取組に加え、モビリティ・マネジメントの促進等、公共交通の利
用促進のための住民や公共交通の利用者、地域の企業や施設等による取組等について定めることが考えられる。・・・

・・・地域公共交通を維持・充実させることは、まちづくり、観光振興等の地域振興施策、さらには健康、福祉、教育、環境等の様々な分野で
も大きな効果をもたらすことを踏まえ、地方公共団体の内部部局間での連携や、地方公共団体相互の連携等多様な主体が連携して支援を行うあり
方について検討を行うべきである。

・・・特に、自動車の自動運転技術については、地域公共交通への活用を念頭に、持続可能性を意識したビジネスモデルの構築等も目的にしつ
つ、技術開発や実証実験等を推進するとともに、事業法制や安全規制のあり方も含め、円滑な社会実装のための環境整備を推進することとする。

都道府県は、国と連携しつつ、各市町村の区域を越えた広域的な観点から、地域の関係者が行う地域公共交通の活性化及び再生を推進するため
の検討、合意形成及び合意に基づく取組の実施に必要な財政的支援、人材育成、情報提供、助言等を講ずることとする。その際、地域公共交通が
「地域の活性化」という地方行政の主要な目的を果たすための重要な手段の一つであることを十分認識した取組とすることが必要である。・・・

市町村は、地域の実情に応じた、地域にとって最適な公共交通のあり方について、自らが中心となって、また、他の市町村や都道府県と連携し
て、関係する公共交通事業者、道路管理者、港湾管理者、公安委員会、住民その他の地域の関係者と検討、合意形成を図り、また、合意がなされ
た取組の実施に向けて、地域の関係者と連携しつつ、主体的に取り組むこととする。その際、地域公共交通が「地域の活性化」という地方行政の
主要な目的を果たすための重要な手段の一つであることを十分認識した取組とすることが必要である。・・・

・・・経営改善の取組の企画に当たっては、大学との連携や外部人材の登用等による企画機能の強化も有効である。・・・その他、公共交通事
業者には、貨客混載等の生産性向上の取組も求められる。

・・・地方公共団体においては、地方の総合行政を担う立場から、まちづくり、観光振興、福祉その他の観点を踏まえながら、これまで連携
が十分でなかった分野を含め、関連する施策との連携を図りつつ、総合的かつ計画的に施策を実施していくことが期待される。
例えば、高齢者の移動手段の確保については、福祉部局と交通部局の連携による関係者相互の連携と理解を促進する必要がある。・・・

北陸信越運輸局
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北陸信越運輸局

【これまで策定された地域公共交通再編実施計画の事例】
□ 認定を受けた地域公共交通再編実施計画（概要）
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000075.html



コミュニティ
バス導入

２路線統合
＆

ループ化

支線分割化

幹線化
＆

経路変更

再編後

岐阜駅

系統新設

１．岐阜市地域公共交通再編実施計画

項 目 事業の効果

JR岐阜駅をハブターミナルとしたバス路線の再編【平成２７年１０月１日実施】

茜部三田洞線
・定時性・速達性の向上 最大約５分の遅延改善

・一定の収支改善による持続性の向上

日野市橋線
・定時性・速達性の向上 最大約６分の遅延改善

・一定の収支改善による持続性の向上

JR岐阜駅を中心としたループ化への再編【平成２７年１０月１日実施】

鏡島市橋線

日野市橋線

・需要が見込まれるルートへの再編 ・定時性・速達性の向上

・一定の収支改善による持続性の向上

市民協働型のコミュニティバスの導入推進（2地区に追加）【平成２７年９月１日実施】

日野地区
・路線バスとのネットワーク化によるバスの利用促進

・地域の活性化
北長森地区

【主な事業内容】 これらの事業により、
利便性の高い公共交通ネットワークを構築

○さらに、将来的に本計画を変更し、平成３２年度までに、新た
な都心拠点となる行政施設の建設にあわせて、「トランジット
センター」（乗継拠点）の整備、ＢＲＴの導入も含めた中心部
の幹線バス路線の再編等を行うこととしている。

路線分割

路線分割

 JR岐阜駅のハブ機能強化を念頭において長大路線を分割、利用実態にあわせてサービス水準を変更

 安定した高いサービスを提供する幹線と地域需要に応じた支線との役割分担

 市民が主体的に参画するコミュニティバスを導入し、地域需要に応じて生活移動の足の確保

コミュニティ
バス導入



２．飛驒市地域公共交通再編実施計画

再編後の地域公共交通網

○ １周に４時間要するなど、住民のニーズに
合っていない長大な巡回バスを廃止。これ
を補うため、

・既存系統の経路変更（神岡猪谷線、桃源郷
線、宮川線、吉田線）

・ 路線の新設（柏原線、かみおか東部
線、ふるかわ循環線、かみおか循環
線、乗合タクシー（河合、宮川））

再編前の地域公共交通網

長大な循環路線が存在

既存系統の経路変更

 長大な市営バス循環線を廃止し、地域のニーズに合った路線網に再編成
 既存路線の経路変更、路線の新設など路線網の全体的見直しにより、効率的なサービスを実現

【主な事業内容】

により効率的にサービスを提供。

路線の新設

既存系統の経路変更
○ 合併前からのバラバラなサービス内容を見
直し、運賃等を統一



３．上尾市地域公共交通再編実施計画

長大な循環線の存在

桶川駅

上尾駅
◆東西にまたがる長大路線を見直し、上尾駅を中心に
住民のニーズにあわせてバス路線を再構築

コミュニティバスについて、民間事業者の路線バス
との役割分担を図りつつ、

・距離及び運行時間が長大な東西循環線を廃止
・上尾駅を中心にコンパクトな路線に再構築

→利用者にとって分かりやすく、かつ効率的な運行
を実現

♦交通結節点を考慮したルートの再構築により、
広域な移動についての利便性を確保

【大石循環線Ａ】及び【上平循環線Ａ】を桶川駅へ
延伸

→乗継利便の向上により、広域移動の利便性を向上

桶川駅へ延伸

■実態のニーズに即さず長大路線となっていた循環路線を廃止することで効率化
■利用者の動向に合わせて、周辺部への放射状路線を細分化
■隣接市内路線との連携強化により相互の行き来をしやすい環境整備をすることで、利便性を向上

桶川駅

上尾駅

各系統をコンパクト
に再編

【主な事業内容】



４．唐津地域公共交通再編実施計画

生活需要及び観光需要にあわせた適正な運行回数、
ルートへの見直し

病院を乗継拠点として、利用者数に合わせて枝線に分割

既存路線の延伸、運行回数の増加により、観光資源集積
地への観光客の利便性や離島航路乗場への接続を向上。

呼子エリア 唐津市中心部

利用者が
極端に少ない

路線の重複を解消
しつつ、

幹線と支線に分割

総合病院開設

観光拠点
観光拠点 観光資源にあわ

せて延伸・増便 観光向け路線

路線の重複

生活需要に応える路線

病院

 新病院設立に伴う日常生活の移動需要に対応し、路線の新設・延伸を実施
 来訪者の観光資源への移動需要にも対応
 利用実態を踏まえた幹線路線の統合や支線分割化を実施し、効率化を実現

【主な事業内容】

北波多エリア



【機密性２】
５．高梁市地域公共交通再編実施計画

※あわせて以下の低利用路線の廃止等
により、運行経費を削減

地頭～井原間
高梁駅～一の瀬間

○まちの魅力を高め、人々の交流を促す
公共交通

公共施設が揃う駅周辺の中心市街地へのア
クセスを確保することで、住民等の生活利
便の向上を図る。

♦中心地循環線のルート変更（短縮）
かつ運行本数充実

○JR高梁駅を中心とした路線の充実

♦利用者の多い地頭～高梁駅の増便

○地域の生活に根付く公共交通網の構築
需要に応じた公共交通を基本に交通空白地域の移動手段
を確保する。

♦陣山～井谷～高梁駅の路線延長
⇒延長予定区間沿線の陣山線利用者（12人）の利便向上、
さらに潜在的需用者（15人）増加

♦乗合タクシーの運行区域の追加
⇒中心市街地まで住民が移動できるよう、乗合タクシー
の運行区域を追加・延伸

乗合タクシーの
運行区域追加

陣山～井谷～高
梁駅の路線延長

高梁駅～一の瀬
の系統の廃止

中心市街地循環線の
ルート変更、運行回数
充実

収支率の改善

３４．２⇒３６.５％

地頭～井原間
の路線の廃止

■ＪＲ高梁駅を中心に、循環線のルート変更等、需要に合わせた系統の再編を実施
■中心市街地の回遊性を高めるためにバス路線を充実

【主な事業内容】

地頭～高梁駅間
の増便



【機密性２】
６．対馬市地域公共交通再編実施計画

 空港線が大きな不採算路線となっ
ていたため、飛行機の便にあわせ
て適正化

 それに伴い、対馬病院を拠点に系
統を効率的に再構築

 北部を運行する縦貫線について
は、韓国人観光客の多い比田勝
ターミナルまで延伸するとともに、
対馬病院をハブとして路線を短縮

♦支線系統の再編

幹線ネットワークの再構築にあわせて、支線系統のダイヤの調
整等を行うとともに、以下の方針でそれぞれの路線の効率化

1．スクールバスが豊富に運行されていることから、スクールバス
混乗化を検討

2.混乗化が困難な路線については、自家用有償運送を導入

収支率の改善 ５７．１％→５９．２％

収支率の改善 １８．１９％→２０％
利便性の向上 接続改善など

ダイヤの
見直し

回り道となっている
定期運行の路線を
短縮＋自家用有償
運送のルート変更

三根・鹿見線
スクールバスの混乗化

乗合タクシー
のルート延伸
で、上対馬病
院まで直通で
通院が可能
に

スクール混乗化

自家用有償によ
る代替

比田勝ターミナル

■幹線系統について、対馬市の新たなまち拠点と連携しながら効率的に見直し
■支線路線についてもあわせて効率的に再編

【主な事業内容】

♦「新たなまちの拠点づくりと需要動向を踏まえた幹線系統の再編」

厳原のバス停留所に観光情報館「ふれあい処つしま」や、統合で新た
に設立された対馬病院などにあわせて、幹線系統を再編

観光情報館

対馬病院・
空港

幹線の再編にあわ
せてダイヤの見直し
→厳原での待合時
間短縮（40分）

上対馬病院

比田勝ターミナル



 路線を商業施設や公共施設へ接続
 支線部分では、長大路線を短縮するほか、

デマンド交通や自家用有償運送への変更も
含め、多様な交通モードで役割分担

７．上越市地域公共交通再編実施計画

• 運行コストの抑制（年間で15,700千円）

 中心地域（直江津地区・高田地区）の利便
性向上、支線における需要の取り込み

 支線の効率化

駅、病院、高校を経由する
ことで、利便性を向上

長大かつ重複していた系統を、旅客動向を
踏まえて短縮して重複を解消し、効率性を
向上

道の駅「うみてらす名
立」で路線を分割し、そ
れ以南は自家用有償
運送で代替することに
より効率性を向上

商業施設への接続により
利便性を向上

一部の系統を短縮し
効率化を図る

直江津地区
高田地区

※再編する路線の数値

計画認定時点での算出（平成２８年９月）

地域公共交通網の持続性の向上

病院や町民館を経由することで
利便性を向上

小学校へ接続し、
通学手段を確保

【効果】
自家用有償運送で代替した場合、
運送単価が約３割削減

0

 「上越市都市マスタープラン」に示されている、各拠点が相互に連携した、持続可能な都市構造の実現にむけ
たまちづくりと連携

 中心地域より各方面へ伸びる幹線路線及び支線路線について、利便性及び効率性の観点から網羅的に見直し

ayqbzh-wp3a
楕円



【機密性２】
８．五島市地域公共交通再編実施計画

「福江を中心とした生活交通ネットワークの
形成」

市の中心部であり本土との接続拠点である
福江を中心に、各方面へ伸びる路線について
陸路・海路含めて網羅的に見直し

 航路へのアクセスが不便なバス路線に
ついては、ダイヤの 調整等を実施

 非効率な路線についてはデマンド化 等

事業者路線の合理化

三井楽半島内の

・嵯峨島行きの航路との
接続を考慮した事業者路
線のダイヤ調整
・デマンド化による効率化

乗合タクシーの延長によ
る交通空白地の解消

航路の
デマンド化

デマンド化

航路の
デマンド化

事業者路線の統合による
効率的な運行

■本土との航路が接続する福江を中心に、各方面へ伸びるバス路線及び航路を抜本的に再編

【主な事業内容】
• 福江行きの航路との接
続を考慮した事業者路
線のダイヤ調整

• 一部路線のデマンド化
• 効率的なルートへの
変更

福江



９．大分県豊肥圏地域公共交通再編実施計画

再編後の路線図

長大路線を「道の駅
おおの」で分割

道の駅
おおの

竹田市

臼杵市

豊後
大野市

◆広域及び市内輸送の拠点設定
・拠点：道の駅、商業施設等

◆広域及び市内輸送の充実と効率化
に向けた取り組み

 竹田線：長大路線を「道の駅おお
の」へ乗り入れ、分割。

 長湯線：商業施設の集積する国道
沿線地域に路線を延伸。

 臼三線：臼杵港まで延伸し航路と
接続

 臼杵線：路線を変更により、臼杵
駅・臼杵港に延伸。鉄道
及び航路と接続

 伯大線：重複する竹田線、臼杵線
との運行間隔に配慮

複数市町村連携の取組

竹田線

商業施設の集積する
地域まで延伸

長湯線
駅・港へ延伸

臼杵線

港へ延伸

臼三線

重複する竹田線、臼杵線
との運行間隔に配慮

伯大線

 竹田市、豊後大野市、臼杵市は、県の都市計画の方針で豊後大野竹田連携都市圏及び県南連携都市圏として区分
されており、地域の拠点である竹田市と豊後大野市三重町を中心に都市軸で繋がって一体的な交通圏を形成

 行政区域にとらわれない交通圏全体での役割分担の見直しを、施設単位・路線単位で行い、拠点機能の再設定や
それに伴う路線の再編を実施

【主な事業内容】

商業
施設



◆広域及び市内輸送の拠点設定
・拠点：ＪＲ駅、商業施設、
バスターミナル等

◆広域及び市内輸送の充実と効
率化に向けた取り組み

・中日線：長大路線を耶馬溪
旬菜館（地元産品販売施
設）へ乗り入れ分割。

・中安線：系統を集約、一部
系統を四日市で分割、大規
模商業施設に乗り入れ。

・国道中高線：豊後高田行き
系統を集約、四日市で分割
し、中津駅行き系統に接続

・伊美線：竹田津港、伊美港
等の接続を意識した運行計
画

○ 中津市、宇佐市、豊後高田市は、県の都市計画の方針で県北広域都市圏として区分されており、
地域拠点都市となる中津市を中心に都市軸で繋がって一体的な交通圏を形成

○ 行政区域にとらわれない交通圏全体での役割分担の見直しを、施設単位・路線単位で行い、拠点
機能の再設定やそれに伴う路線の再編を実施

複数市町村連携の取組

１０．大分北部圏地域公共交通再編実施計画

日田直行系統を耶馬溪
へ乗り入れ、分割

中安線

四日市線

国道中高線

伊美線

中日線

系統を集約、一部系統
は四日市で分割し大規
模商業施設へ延伸

系統を四日市で
分割・一部廃止、
中安線へ接続

系統を集約、四日市で
中安線と接続

竹田津港、伊美港等への
接続を意識した運行計画

耶馬溪・旬菜館

四日市

中津市

宇佐市

豊後

高田市

【主な事業内容】

再編後の路線図



空港アクセス強化の
ため、一体的に運行

空白地
解消

定時性、速
達性の向上

新規需要
開拓

利用者の見込まれ
るルートへの変更

効率性の
向上

空港アクセ
スの強化

効率的な
運行の実現

効率的なルート
へ変更

新たな空港アク
セスの需要に対
応して路線新設

千歳駅の結節
機能強化

低利用部分の路
線を短縮、新興
住宅地みどり台
まで運行

ビーバスを廃止

○12路線中９路線で赤字
→効率的な運行の実現

○公共交通利用者が少ない
→利便性の高い路線の実現

・ビーバスの廃止
長大・重複路線の解消

・桜木・長都線の分割
駅を跨ぐ長大路線の改善

・みどり台方面への延伸
公共交通空白地の解消

・東部隊線のルート変更
低利用区間の回避

・泉沢市民病院線のルート変更
市民病院への速達性向上

・図書館青葉線のルート変更
速達性の向上

・空港市内線等3路線の運行時
刻の一体的見直し
空港アクセスの強化

・勇舞空港線の新設
人口増加地区からの空港アク

セス強化と新規需要獲得

各地区においてＯＤ調査と住民の移動ニーズを比較し、赤字路線を中心に見直し

１１．千歳市地域公共交通再編実施計画

 ＪＲ千歳駅の南北に公共施設や商業施設が集積するコンパクトな市街地に路線を結節。
 拠点間を結び、通勤・通学客のニーズを取り込んだ持続可能な公共交通ネットワークの形成に向け、再構築

【主な事業内容】



１２．常陸太田市地域公共交通再編実施計画

 路線バス、コミュニティバス（市民バス）、無料通院バス、ス
クールバスが同じ路線を重複して運行

 運行日（週１～７日）、ダイヤ・本数、運賃体系（距離制、200
円均一、無料）の棲み分けがなされておらず、非効率な運行

 路線バス以外のバスを廃
止し、路線バスに統合

 運行日を毎日（平日）と
し、ダイヤ・本数も調整

 運賃体系も分かりやすい
３段階制に変更（200円、
300円、500円）

対応策

路線バス・市民バス・みどり号が
重複していた路線

路線バス・市民バスが
重複していた路線

中心市街地

■ 公共施設等が集積する常陸太田地区への持続可能な移動手段を確保するため、重複するバス輸送
サービスを民間事業者の路線バスに一本化し、効率的で一体的な交通サービスの提供を実現

背景・課題

【主な事業内容】



○村のまちづくりと協調した地域公共交通体系の確立

小さな拠点でもある観光拠点「和紙の里」の活性化
策とあわせて、おでかけの促進を図る

○観光拠点をハブとした交通ネットワークの再構築

和紙の里を拠点にバス路線を再構築することで、
長大な運行ルートであった系統などを廃止すると
ともに、利用実態に応じた運行回数の適正化を
行うことで、効率的な運行を実現。

※道路から離れた集落に居住する住民に対しては、デマンド交通の導入
を検討。（網形成計画）

系統の編成を見直し

寄居駅

鉢形城歴史館前

かやの湯前

落合

神社前

東秩父村役場入口

皆谷

白石車庫

パトリアおがわ

小川町駅

安戸

和紙の里

村営バスと民間バスの統合

役場前

村営バス

イーグルバス

寄居駅

鉢形城歴史館前

かやの湯前

落合

神社前

東秩父村役場入口

皆谷

白石車庫

パトリアおがわ

小川町駅

安戸

和紙の里

イーグルバス

統合前 統合後

白
石
車
庫

皆
谷

寄
居
駅

村
役
場

和
紙
の
里

小
川
町
駅

白
石
車
庫

皆
谷

寄
居
駅

村
役
場

寄
居
町
と
連
携

小川町と連携

収支率の改善
和
紙
の
里

小
川
町
駅

１３．東秩父村地域公共交通再編実施計画

■ 観光拠点を中心に、統一的にバス路線を見直し、長大な運行距離の縮減を図り、ネットワークを再構築。
■ 観光施設の活性化と両輪で公共交通を充実させることで、住民・来訪者双方のおでかけに資する公共交通ネット
ワークを形成。

【主な事業内容】



１４．日進市地域公共交通再編実施計画

市役所

赤池駅

日進駅

･･･新たな市街地

･･･バスの定時性に
課題のある地域

 市役所を乗継ぎ拠点として系統を
短縮し、遅延の要因となっていた市
街地部分を循環線に委ね、定時性
の確保・速達性を向上

 旧２路線を統合し、効率化
 市役所を乗継ぎ拠点として系統を短縮

再編後
（路線図）

 コミュニティバ
スから事業者
路線へ民営化

･･･商業施設

２路線の重複を解消し、効率化
新市街地への延伸を行い、新たな
利用者に対応

循環線を設定、定時性の阻害
を解消

 日進駅周辺の渋滞回避のため、市役所を核とするネットワークに再編し、重複路線を解消
 日進駅周辺市街地に循環線を新設・増便し、回遊性を向上
 赤池駅接続路線について、潜在需要の発掘と、今後の増大需要の取り込みのため、新ルートに変更及び増便

【主な事業内容】

再編前
（概念図）

【日進駅周辺】
♦ 日進駅周辺の渋滞回避のため、市役所を核とするネットワーク
に再編し重複路線を解消【茶色、緑色、紫色、黄色】

♦ 日進駅周辺市街地に循環線を新設・増便し、回遊性を向上
【水色】

【新市街地周辺】
♦ 新市街地の形成にあわせて、ルートを変更し、新たな需要に
対応 【桃色矢印】

→以上により効率性の向上と定時性の確保を実現
【赤池駅接続路線】
♦ 通勤・通学時間帯の潜在需要のみならず、新市街地形成・商業
施設開業などの今後の需要増大も取り込むため、南北移動に
対応したルートに変更及び増便

♦ 併せてコミュニティバスから事業者路線への民営化も実施し
運行時間の拡大、運行本数の増便、新市街地への経由など
利便性の向上【赤色】

旧３路線を２路線に
統合し、効率化

新市街地への延伸
を行い、新たな利用
者に対応

旧３路線を２路線に統
合し、効率化

系統を短縮し、定時性
の確保・速達性を向上



１５．鯖江市地域公共交通再編実施計画

 コミュニティバスについて、地区間移動を可能とする幹線を設定の上、地区内移動を担うバス路線との乗継利便を向上させる再
編により、利用者の利便性を向上

 鉄道駅と幹線の連携により、市外からの来訪者の移動円滑化を実現

 公民館や商業施設等への接続性向上や公共交通カバー率向上（87.6%→89.6%）を目的としたルート変更により、利便性を向上

 事業者路線を延伸することにより、鯖江市と隣接市町の移動利便性を向上

【主な事業内容】

隣接都市との
利便性向上

隣接都市との
利便性向上

大規模商業
施設へ経由

温泉施設までの
所要時間短縮

♦ 事業者路線の延伸
→隣接市町の移動利便性を向上させ、鯖江
市の活力を向上【灰色、茶色】
・ 隣接市町在住者の鯖江市内商業施設への
来訪

・ 鯖江市在住学生の、隣接市への通学

♦ ルート変更による利便性向上
→公民館や商業施設等への接続性
向上や公共交通カバー率向上

（87.6%→89.6%）

♦ コミュニティバスについて、地区間移動を可能とする幹線【赤色】を設定
→地区内移動を担うバス路線【黄緑、黄色、桃色、水色、緑色、青色】との乗継利便を向上（朝夕の時間帯に高校生向け通学便系統も設定）
♦鉄道駅と幹線の連携
→市外からの来訪者の移動円滑化を実現



１６．八代市地域公共交通再編実施計画

• 市役所前まで運行を延長し、アクセスを向上
• 収支率の悪い路線を整理
• 団地、スポーツセンターへの接続を強化

Ｖ
• 路線の延伸によ
り、公共交通空
白地を解消

• 路線定期運行からデマン
ド運行（区域運行）に変更

Ｖ
• 路線定期運行からデマン
ド運行（区域運行）に変更

• イオン八代への乗入れ

上限運賃化により、
利用者増加見込

• 路線重複区間をデマンド運行（区域運
行）に変更

• 公共交通空白地を解消しつつ、坂本駅
まで運行

Ｖ八代駅を経由する
ルートに変更

Ｖ
商業施設（ゆめタ
ウン）を経由する
ルートに変更

【再編後】

市街地循環バスについて、
１回分の運賃で起終点を
またぐことができる運賃体
系に変更

Ｖ
乗入れにより
利便性向上

種山

八農分校

 郊外部からの長大な路線や、市街地での低利用区間の見直し

 上限運賃の設定、公共交通空白地域の解消、乗継ぎ利便の向上を図り、利用者増加を見込む

◆重複路線の解消
・重複系統のうち収支率の悪い系統を整理

◆低利用路線のデマンド運行転換
・路線定期運行からデマンド運行へ転換

♦既存系統の経路変更
・ニーズの多い施設等（市役所、駅、商業施設、
団地等）を経由するルートへ変更

・路線の延伸交通空白地の解消

♦分かりやすい運賃体系
・上限運賃、統一運賃の導入

【主な事業内容】

商
業
施
設

（ゆ
め
タ
ウ
ン
）

八
代
駅

市役所

八
代
市
役
所



１７．宇部市地域公共交通再編実施計画

♦市街地循環線の見直し

【小循環線】
（中心市街地～宇部新川駅）

実験結果を踏まえたルート見直しと
運行回数増により利便性を向上

【効果】
・市民、訪問者それぞれのニーズが高い施設へのアクセスが向上
・２つの循環線で年間200万円の増収を見込む

・１日６回
（時計回り・反時計回り）
・130～320円 ※対距離制

【大循環線】
（宇部新川駅～空港・大学等）

小循環線との役割分担を見直し、
アクセスの利便性を向上

・１日１０回
・130～620円 ※対距離制

新ルートで廃止する部分

新ルートで新設する部分

新ルートで廃止する部分

新ルートで新設する部分

♦「主要幹線」の設定による利便性向上
・利用者の多い区間を「主要幹線」に設定し、
系統の整理・統合を行って全体をスリム化
・ニーズに応じた運行頻度に見直すとともに、
運行時間を等間隔化

（対象）西部：３路線、中央部：２路線、東部：２路線

 利用者の多い区間を「主要幹線」とし、系統の整理統合と等間隔運行の実現で利便性を向上
 大小2つの市街地循環線につき、ルート・運行回数の見直し

【主な事業内容】

【効果】
・19系統の削減（97→78）
年間走行キロが15.9万km削減。
⇒運行経費4500万円削減、収支率4.1％
改善
・高頻度かつ等間隔の運行を実現すること
で、利便性を確保・向上

・各区間を「主要幹線」と位置づけ、
系統を整理・統合
・運行時間の等間隔化

小循環線

大循環線

宇部新川駅

宇部新川駅

山口宇部空港

山口大学
工学部

商業施設
（フジグラン宇部）

県立
病院



１８．東広島市地域公共交通再編実施計画

【西条地域：平成31年度】

・交通結節点の整備
・結節点を活用した
既存路線の経路見直し

【黒瀬地域：平成32年度】

・交通結節点の整備
・結節点を活用した
系統分割など効率化

西条駅

安芸津駅
黒瀬

下見・鏡山

東広島駅

再編後

公的負担6,000万円減
収支率68.2→71.5にアップ

■市街地における循環線の導入、交通結節点の整備とそれに伴うバス路線の再編により、利用者維持

を目指す

♦市街地循環線の新設（平成29年度）

市民の利用頻度が高い商業施設、医
療施設を結ぶ循環路線を整備し中心
部を活性化。

ゆめタウン

フジグラン

整形外科

福祉ｾﾝﾀｰ

商業施設

医療施設

中
央
図
書
館

西条駅

中央公園
市役所

【効果】
・ニーズの高い施設へのアクセス向上を
図ることにより、主な施設をカバー
・年間4200万円の増収見込み（路線の
収支率は70％）

・8時～20時まで１時間に4便
（時計回り・反時計回り2便ずつ）
•1乗車200円 1日フリー乗車500円

温浴施設

♦西条駅～東広島駅の系統集約(平成29年度)
・西条駅～東広島駅間は、これまで系統ごとに
異なる経路を運行していたが、需要が多い経路
に統一。

【効果】
・経路の統一により実
質的には便数が増
加し、利便性と分か
りやすさが向上。
・経費1600万円減
収支率2.4％改善

【安芸津地域：平成30年度】

・東広島駅での系統分割
（ＩＣカードを活用した乗継割引
を設定）

・ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽへの統合

【主な事業内容】



１９．八街市地域公共交通再編実施計画

再編後
（路線図）

２路線を統合し、運
行を効率化

系統短縮で運行本
数を増便

系統短縮で運
行本数を増便

住宅集積地の
接続回数を増加

商業施設、市役所、病院に接続
系統短縮で運行本数を増便

･･･住宅集積地 ･･･商業施設

 ふれあいバスのターミ
ナル機能を八街駅に
移設

 八街駅を中心に運行エ
リアを４つに区分するこ
とにより、路線の重複を
解消

八街駅と榎戸駅を結ぶ市街地循環線
病院、市役所、中央公民館に接続
系統短縮で運行本数を増便

■コミュニティバス（ふれあいバス）の再編・運行サービスの見直しにより利便性・効率性を向上
■ 鉄道駅における交通結節点の強化

【主な事業内容】

♦ 市コミュニティバスと路線バスの役割分担明確化
・ふれあいバスの運行エリアを４つに区分【緑色、桃色、
赤色、茶色】 、民間路線バス【オレンジ色】との役割
分担を明確化）

♦ 市コミュニティバスの再編・運行サービスの見直し
・八街駅を核とするネットワークに再編
・重複区間を解消するとともに、乗り継ぎ利便性を考慮した
運行ダイヤに調整
・市コミュニティバスを現在の５路線から４路線に再編する
ことにより、運行経費の効率化

♦ 八街駅及び榎戸駅における交通結節点の強化
・ふれあいバスのターミナル機能を八街駅に移設
・乗降場所を民間路線バスと共有することにより、乗り継ぎ
機能を強化するとともに、街の中心核である八街駅に人を
集めることによる中心市街地の活性化、賑わいの創出

榎戸駅

八街駅



２０．岩見沢市地域公共交通再編実施計画

狭隘経路
の見直し

 鉄道駅の南北にまたがる長大路線を分割再編
 鉄道駅を中心に４つの循環系統に路線を統合・整理
 市内中心部にある市民交流施設「であえ～る」を経由する系統を増やし、まちなか回遊を創出
 郊外部への乗合タクシーの導入により、交通空白地帯を解消

駅の南北で分割再編

狭隘経路
の見直し

♦市街地の路線を４方面の循環路
線に再編

・南北にまたがっていた長大な路
線を分割し、南北それぞれの循
環線に再編
・市内中心部にある市民交流施設
「であえ～る」を経由する系統
を増やし、まちなか回遊を創出
・狭隘道路をより広い経路に見直
し、定時性を改善

♦乗合タクシーの導入により、
交通空白地帯を解消

…乗合タクシー導入区域

狭隘経路
の見直し

【主な事業内容】

全体収支率の改善 ５９．６％→６０．０％
全体赤字額の削減 約６００万円減

市民交流施設
「であえ～る」



国土交通省
九州運輸局２１．日向・東臼杵地域公共交通再編実施計画

鉄道の発着に合わせた
バスダイヤ見直し

幹線系統と一体となった
ダイヤ見直し

道の駅を乗換拠点
として整備

日
向

市
街
地

上
椎
葉

浜子橋

塚原

快速ミニバス（片道116分）
道
の
駅

と
う
ご
う

利用者のニーズに沿った
ダイヤ見直し、商業施設への延伸

利用者のニーズに沿った
ダイヤ見直し

快速型ミニバスの運行

 日向市を中心とする１市２町２村で構成される定住自立圏において計画を策定
 長大路線の解消により効率性を向上させるほか、交通サービスの総合的な見直しにより利便性を向上

◆山間部～市街地間を結ぶ
快速型ミニバスの運行
・長時間運行を伴う山間部
の所要時間短縮

◆地域拠点（道の駅）を
核とした幹線系統の集約
・山間部路線の運行効率化
のため重複区間の路線集約

♦利用実態や接続性に配慮し
たダイヤ見直し
・利用者のニーズに沿ったダ
イヤの見直し

・鉄道、他系統の発着に合わ
せたダイヤ見直し

【主な事業内容】

日
向

市
街
地

上
椎
葉

浜子橋

塚原 道
の
駅

と
う
ご
う

片道154分（83ｋｍ）の長大路線

上椎葉

塚原

浜子橋

日向駅

幹線系統の集約

【再編前】

【再編後】

道
の
駅

と
う
ご
う

＜長大重複路線を再編＞
♦短縮系統を新設
♦乗継拠点を整備

乗
継

拠
点



22．三江線沿線地域公共交通再編実施計画

 ＪＲ三江線の廃止に伴い、地域公共交通ネットワークをバス路線で代替

 併せて重複があるなど非効率な部分があった既存のバス路線を使いやすく効率的なネットワークへ見直し

邑南町
(1.1万人)

大和～三次間
○鉄道の代替として、既存路線の
延伸と路線の新設により対応。

○既存系統のルート・ダイヤの見
直し効率化するとともに、通院
への需要にも対応

石見
川本

江津～川本間
○鉄道の代替路線として、江津～石見川本間を運
行するバス路線を新設。

○複数路線を統合し効率化するとともに、通学・
通院への需要にも対応

江津
駅 因原

川戸川平
石見
川本

路線バスが重複

鉄道路線の廃線に伴い
代替路線が必要

病院

高校

川平 川戸
道の駅
かわもと

石見
川本

江津
駅

鉄道路線をバスで代替

重複していた路線バス
も効率化

通院・通学
需要にも
新たに対応

石見
川本

柏淵

柏淵 ＧＲ
大和

スクールバス路線を
新設路線に統合

鉄道路線と並行する
スクールバス路線が存在

口羽

川の駅

ＧＲ
大和

式敷

羽須美
支所

川の駅

船佐

病院

三次

収支率の改善

4.1％→16.5％

鉄道路線をバスで代替
（路線新設）

川本～大和間
○鉄道の代替路線として、石見川本～上野間を運行するバス路線を新設。
○複数路線を統合し効率化するとともに、通学への需要にも対応

鉄道路線をバスで代替

路線延伸により
通院需要にも対応

鉄道路線の廃線に伴い
代替路線が必要

鉄道路線の廃線に伴い
代替路線が必要

鉄道路線をバスで代替
（路線延伸）

鉄道路線をバスで代替
（路線新設）

石見
都賀

上野

伊賀
和志

宇都
井

式敷 船佐 三次

石見
都賀

上野

伊賀
和志

阿須
那

宇都
井

…再編前の
鉄道駅

…再編後の
代替バス停

GR
大和

上野



23．広島市地域公共交通再編実施計画

 都心内の輸送を担う「循環線」を新設し、市中心部の過密解消及び市内の公共交通サービス充実を図る。

 併せて路線が集中していた既存のバス系統を合理化することで収支改善

 今後、段階的に再編事業を拡大し、より合理的なネットワークの形成を目指す。

市役所

＜2018.5月実施＞

〇循環線の新設
・循環線の新設により
わかりやすく使いや
すい移動手段の確保

・郊外からの乗り入れ
等で過密状態にあっ
た都心部バス路線の
効率化

＜今後の展開＞

○湾岸線の導入
・広域拠点である広島
港や井口商工セン
ター等の連携を検討

○デルタ内の移動を
強化

・市民のニーズが高い
主要施設へのアクセ
ス強化を検討

八丁堀

中心部

西部

北部

＜参考＞
西部・北部について
も交通拠点での
フィーダー化を予定

中心部（デルタ地域）
拡大図

【主な取組内容】
・わかりやすく使いや
すい循環線の導入

・過密状態にあった区
間の運行効率化

・デルタ内の主要施設への
アクセス強化を検討中

・広島港や井口商工セ
ンター等の拠点間の
連携を検討中

循環線の新設

湾岸線の導入

デルタ内の移動を強化


